
特
定
健
康
診
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

住
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
８
０

５
万
円
以
下
（
給
与
収
入
の
み
の

場
合
は
給
与
収
入
２
０
０
０
万
円

以
下
に
相
当
）
で
所
得
割
が
課
税

さ
れ
る
方

※
均
等
割
、
森
林
環
境
税
の
み
課
税

の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
定
額
減
税
の
算
出
方
法

納
税
者

の
個
人
住
民
税
の
税
額
控
除
（
住

宅
借
入
金
特
別
控
除
な
ど
）
後
の

所
得
割
額
か
ら
、
①
か
ら
③
ま
で

の
合
計
額
を
減
税
し
ま
す
。
な

お
、
控
除
対
象
配
偶
者
以
外
の
同

一
生
計
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
定

額
減
税
に
お
い
て
は
算
定
対
象
外

と
な
り
ま
す
が
、
令
和
７
年
度
の

個
人
住
民
税
に
お
い
て
、
当
該
配

偶
者
を
有
す
る
場
合
は
、
令
和
７

年
度
の
個
人
住
民
税
所
得
割
額
か

健
康
の
維
持
増
進
、
生
活
習
慣
病

予
防
に
は
、体
重
管
理
が
大
切
で
す
。

体
重
や
体
脂
肪
が
標
準
以
上
で
減
量

し
た
い
、
減
量
を
指
示
さ
れ
て
い
る

け
れ
ど
方
法
が
分
か
ら
な
い
方
な

ど
、
自
身
に
合
う
方
法
を
見
つ
け
て

取
り
組
み
ま
す
。

▽
日
時

６
月
19
日
㈬
、
７
月
29
日

㈪
、
12
月
３
日
㈫

午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分

※
９
月
〜
11
月
の
間
に
個
別
に
体
組

成
の
測
定
日
を
設
け
ま
す
（
自
由

参
加
）。

▽
場
所

市
役
所
内

▽
内
容

専
門
職
に
よ
る
講
話
や
相

談
、
体
組
成
測
定
な
ど

▽
講
師

健
康
課
保
健
師
・
栄
養
士

▽
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

20
人
（
抽
選
）

▽
持
ち
物

筆
記
用
具

▽
費
用

無
料

▽
そ
の
他

コ
ー
ス
の
た
め
、
全
３

回
参
加
可
能
な
方
を
優
先
し
ま

す
。
参
加
者
に
は
、
後
日
詳
細
を

ら
１
万
円
が
減
税
さ
れ
ま
す
。

※
減
税
額
が
所
得
割
額
を
上
回
る
場

合
は
、
所
得
割
額
を
限
度
と
し
ま

す
。
ま
た
、
減
税
額
が
所
得
割
額

を
上
回
る
方
に
は
、
調
整
給
付
金

の
支
給
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
減
税
額
を
均
等
割
額
と
森
林
環
境

税
額
か
ら
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
。

①
本
人
…
１
万
円

②
控
除
対
象
配
偶
者
…
１
万
円

③
扶
養
親
族
…
１
人
に
つ
き
１
万
円

●
計
算
例
…
控
除
対
象
配
偶
者
と
扶

養
親
族
（
子
２
人
）
の
場
合

１

万
円
（
本
人
）
＋
１
万
円
（
控
除

対
象
配
偶
者
）
＋
２
万
円
（
扶
養

親
族
２
人
）
＝
４
万
円

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
市
民
税
係
（
直

通
５
５
８
・
１
６
８
２
）

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
（
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
）
を
利
用
し
て
国
か
ら
送
ら

解
▽
参
加
方
法

会
場
（
市
役
所
５
階

５
０
３
会
議
室
）
か
オ
ン
ラ
イ
ン

▽
講
師

白
梅
学
園
大
学
所
属
講
師

▽
対
象

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

意
欲
・
関
心
の
あ
る
方
な
ど
で
、

自
ら
活
動
で
き
る
20
歳
以
上
の
方

※
本
研
修
を
修
了
し
た
方
は
、
３
年

間
登
録
で
き
ま
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
の
詳
細
は
、
申

込
み
フ
ォ
ー
ム
と
る
の
キ
ッ
ズ

W
eb

に
掲
載
し
ま
す
。
参
加
さ

れ
る
方
は
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

▽
そ
の
他

第
１
回
目
の
午
後
６
時

30
分
か
ら
地
域
子
ど
も
育
成
リ
ー

ダ
ー
事
業
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

い
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

５
月
30
日
㈭
ま
で

に
電
子
申
請
か
窓
口
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

こ
ど
も
政
策

課
こ
ど
も
政
策
係

子
ど
も
と
関
わ
る
活
動（
見
守
り
、

学
習
指
導
、
イ
ベ
ン
ト
等
）に
よ
り
、

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
を
見
守
っ

て
い
た
だ
け
る
市
民
の
方
を
「
地
域

子
ど
も
育
成
リ
ー
ダ
ー
」
と
し
て
認

定
す
る
た
め
、
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時
・
研
修
科
目

●
第
１
回
目
…
６
月
６
日
㈭

午
後

７
時
〜
９
時

①
こ
ど
も
支
援
論

②
こ
ど
も
と
の
接
し
方

●
第
２
回
目
…
６
月
12
日
㈬

午
後

７
時
〜
９
時

③
こ
ど
も
を
取
り

巻
く
環
境
の
理
解
④
こ
ど
も
の
理

れ
て
く
る
、
緊
急
地
震
情
報
や
武
力

攻
撃
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
、
防
災

行
政
無
線
を
用
い
て
確
実
に
皆
さ
ん

に
伝
え
る
た
め
、
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。

▽
日
時

５
月
22
日
㈬

午
前
11
時

頃
▽
放
送
内
容
「
チ
ャ
イ
ム
音
」「
こ

れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
（
３
回
繰
り
返
し
）」「
こ
ち
ら

は
、
ぼ
う
さ
い
あ
き
る
野
で
す
」

「
チ
ャ
イ
ム
音
」

※
全
国
的
に
情
報
伝
達
訓
練
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

※
当
日
の
午
前
10
時
50
分
に
訓
練
実

施
の
予
告
放
送
を
行
い
ま
す
。

▽
問
合
せ

地
域
防
災
課
防
災
係

通
知
し
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

５
月
31
日
㈮
ま
で

に
電
話
か
電
子
申
請
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
健
康

づ
く
り
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

８
３
）

気
温
が
高
く
風
が
弱
い
日
は
、
光

化
学
ス
モ
ッ
グ
が
発
生
し
や
す
く
な

り
「
目
が
チ
カ
チ
カ
す
る
」「
喉
が
痛

い
」
な
ど
、
健
康
へ
の
影
響
が
心
配

さ
れ
る
た
め
、
屋
外
で
の
運
動
を
控

え
る
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

▽
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
な
ど
の

入
手
方
法

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

（
☎
03
・
５
６
４
０
・
６
８
８
０
）

や
東
京
都
の
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
情

報
サ
イ
ト
や
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
生
活
環
境

係

は
、
４
月
下
旬
に
受
診
券
な
ど
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方

▽
費
用

無
料

▽
問
合
せ

健
康
課
健
康
づ
く
り
係

（
直
通
５
５
８
・
１
１
８
３
）

だ
さ
い
。

※
付
加
年
金
の
年
金
額
は
、「
２
０

０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」

（
年
額
）
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
、
任
意
加
入
被
保
険
者

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

方
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

▽
持
ち
物

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

か
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ

保
険
年
金
課

年
金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

に
、こ
の
機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▽
健
診
期
間

６
月
１
日
㈯
〜
10
月

31
日
㈭

※
10
月
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の

で
、
早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方
を
対
象

と
し
た
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て

ま
す
。

※
追
納
で
き
る
期
間
は
、
追
納
が
承

認
さ
れ
た
月
か
ら
起
算
し
て
過
去

10
年
以
内
で
す
。

国
民
年
金
に
上
乗
せ
で
き
る

「
付
加
年
金
制
度
」

月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を

定
額
保
険
料
（
令
和
６
年
度
は
１
万

６
９
８
０
円
）
に
追
加
し
て
納
め
る

と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
は
、
申
し
込
ん
だ
月
か

ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付

を
希
望
す
る
方
は
、
申
し
込
ん
で
く

市
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、
生

活
習
慣
病
の
早
期
発
見
と
健
や
か
な

生
活
の
維
持
を
目
的
に
後
期
高
齢
者

医
療
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受

診
券
と
利
用
の
手
引
き
な
ど
を
送
付

し
ま
す
。
自
身
の
健
康
を
守
る
た
め

国
民
年
金
保
険
料
免
除
や
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
と
比
べ
、
老
齢

基
礎
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
期
間
の
保
険
料
は
、
申
込
み
に

よ
り
追
納
（
後
払
い
）
が
で
き
ま
す
。

追
納
す
る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金

は
、
免
除
な
ど
を
受
け
ず
に
納
め
て

い
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
計
算
さ
れ

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ

い
て
い
な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
す

る
た
め
、
個
人
住
民
税
の
特
別
控
除

（
定
額
減
税
）
を
実
施
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

▽
対
象
者

令
和
６
年
度
分
の
個
人

令
和
６
年
度
個
人
住
民
税
の

定
額
減
税
の
お
知
ら
せ

健
康
づ
く
り
教
室

〜
体
重
・
体
脂
肪
編
〜

（
全
３
回
コ
ー
ス
）

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練
を

実
施
し
ま
す

免
除
・
納
付

　
　

猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

国
民
年
金
の
保
険
料
は

　
　
　
　

追
納
が
で
き
ま
す

市ホームページ

電子申請

電子申請

メールシステム

東京都光化学
スモッグ情報

「
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
」（
無
料
）
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

〜
受
診
券
を
お
送
り
し
ま
す
〜

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に

　
　
　

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

地
域
子
ど
も
育
成
リ
ー
ダ
ー
認
定
研
修
会
参
加
者
募
集

〜
郷
土
愛
を
持
っ
た
心
豊
か
な
「
あ
き
る
野
っ
子
」
を
育
て
よ
う
〜

市議会６月定例会議

６月定例会議予定表
月　日 会議名 内　容

５月３１日（金） 本会議（初日） 議案審議など
６月　４日（火） 本会議（２日目）

一般質問
６月　５日（水） 本会議（３日目）
６月　６日（木） 本会議（４日日）
６月　７日（金） 本会議（５日日）
６月１０日（月） 総務委員会

付託案件審査など６月１３日（木） 環境建設委員会
６月１４日（金） 福祉文教委員会

６月２０日（木） 本会議（最終日） 委員長報告、
議案審議など

＊午前９時30分から開会します。
＊ 会議の日程等は変更になる場合があります。事前にお問い合
わせください。

＊請願・陳情の提出期限は、５月22日（水）です。
○問合せ　議会事務局

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和６年（2024年）５月 15日 （2）


